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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２６年７月２１日（月、祝日） ０９時００分ごろ（青森

県十和田市宇
う

樽部
た る べ

の砂浜出発時刻）～０９時５２分ごろの間） 

発生場所 十和田市御倉
お ぐ ら

半島北西方沖（十和田湖東部） 

 十和田市所在の小倉
お ぐ ら

山三等三角点から真方位３００°８８０ｍ付近

 （概位 北緯４０°２７.８′ 東経１４０°５４.０′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ サンダーＶ
ヴイ

、５トン未満 

２１１－１５２０１岩手、個人所有 

 ２.７０ｍ（Lr）×１.１１ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、８９.７３kＷ、平成１０年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

 特殊小型船舶操縦士 

  免 許登録日 平成２４年８月２１日 

  免許証交付日 平成２４年８月２１日 

         （平成２９年８月２０日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２６年７月２１日０９時００

分ごろ十和田湖東部の宇樽部の砂浜から沖合に向けて出発した。 

 御倉半島北西方沖を航行中の遊覧船の乗組員は、０９時５２分ご

ろ、無人で漂流している本船を発見し、その旨を遊覧船事務所に連絡

した上、付近に落水者がいないか目視で探したところ、漂流している

青色の救命胴衣を発見した。 

 遊覧船は、航路を離脱して本船の周囲を捜索したところ、本船から

約１０ｍ離れた場所で頭部のみが水面上に露出し、ほぼ垂直状態で漂

流している船長を乗組員が発見し、遊覧船事務所に救助要請を行い、

通り掛かった水上オートバイ２台の乗組員に救助協力を依頼した。 

 遊覧船の乗組員は、搭載していた救命浮環を投下し、水上オートバ
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イの乗組員と共に同浮環に付いているロープを船長の体に回して結

び、遊覧船に引き揚げたが、船長は意識不明の状態であった。 

 遊覧船の乗組員は、医師又は看護師の乗船者を確認するため船内放

送を行ったところ、救助協力を依頼した水上オートバイの乗組員の１

人が医師であること、また、遊覧船に看護師１人が乗船していること

を確認し、蘇生措置の実施を依頼した。 

遊覧船の乗組員は、医師及び看護師が、人工呼吸及び心臓マッサー

ジを行った後、遊覧船に搭載していたＡＥＤ（自動体外式除細動器）

を使用して蘇生措置を行うとともに、十和田湖東部の子
ね

ノ口遊覧船岸

壁への救急車の手配を遊覧船事務所に依頼した。 

遊覧船は、１０時２０分に子ノ口遊覧船岸壁に着岸し、船長は、救

急車及びドクターヘリで青森市内の病院に搬送されたが、１１時２０

分に死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２ 

水象：湖上 平穏、湖面水温 約１５～１８℃ 

 その他の事項  本船の最大搭載人員は３人であった。 

 船長は、水上オートバイの操縦経験が約２年であった。 

 船長は、７月２０日に宇樽部に到着し、水上オートバイ仲間約２０

人と共に遊走を行っており、同仲間の約半数は、船長が砂浜を出発す

る約５～１０分前、十和田湖南部に向けて出発し、船長は、宇樽部に

残っていた他の仲間に十和田湖南部には行かない旨を話していたもの

の、本船にガソリンを補給した後、跡を追うように１人で出発してい

た。 

 船長は、砂浜を出発する際、白色のＴシャツ、短パン、靴、グロー

ブ及び救命胴衣を着用していた。 

 船長は、胸部に水上オートバイのハンドルバーに打ちつけた際に発

生したと思われる一文字様の赤いあざ
．．

があった。 

 水上オートバイ仲間の１人は、本事故後、船長の着用していた救命

胴衣の内側の左胸付近に本船のハンドルバーによって擦れたと思われ

る傷があるのを認めた。 

 十和田湖では、７月１９日から２０日にかけて「十和田湖湖水祭

り」が開催されており、本事故当日は、ふだんよりも多数の遊覧船が

御倉半島付近を航行していた。 

 本船には、他船と衝突したような痕跡は認められなかった。 

 船長は、本事故時、携帯電話を携帯していなかった。 

 船長は、本事故時、飲酒はしておらず、体調は良好のように見え

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

 本船は、０９時００分ごろ宇樽部の砂浜を出発し、０９時５２分ご

ろ御倉半島北西方沖で無人で漂流しているところを発見されたことか

ら、この間において、船長が落水したものと考えられるが、落水した

状況を明らかにすることはできなかった。 

 船長は、着用していた救命胴衣が脱げた後、落水して溺水したもの

と考えられるが、救命胴衣が脱げた状況及び溺水に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が宇樽部の砂浜を出発後、船長が落水したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・防水型携帯電話等を常に携帯し、落水した際の連絡手段を確保し

ておくことが望ましい。 

・水上オートバイは、単独で遊走しないことが望ましい。 
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事故発生場所 

(平成 26 年 7 月 21 日 

09 時 52 分ごろ（発見時刻)）

小倉山三等三角点 

十和田湖 

付図１ 事故発生経過概略図 

宇樽部

子ノ口


